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平成２６年１１月１４日 

文部科学省高等教育局 

大学振興課大学改革推進室 

 

大学における教育内容等の改革状況について（概要） 
 

 

 文部科学省では、平成 24 年度の大学における教育内容等の改革状況について調査を行い、この度、その結果を取

りまとめました。 

 今回の調査結果の概要は、以下のとおりです。 

 

※グラフは、学部・研究科等全てを対象とした「大学全体」、学部のみを対象とした「学部段階」、大学院のみを対象と

した「研究科段階」で集計しています。グラフ内の赤囲みの数値（％）は当該年度・項目における母数に対する回答

大学の割合を示しており、原則として回答の有無を問わず全ての対象大学を母数としています。なお、「学部段階」で

は、大学院を持たない大学（大学院大学）を除き、「研究科段階」では、研究科を持たない大学を除いています。 

 

 

１．総括 

 ○ 大学の教育改革は、コミュニケーション能力、課題発見・解決能力、論理的思考力等の能力の育成を目的と

した授業科目を開設する大学数、ラーニング・コモンズ(※1)の整備・活用を実施する大学数、学修成果として、

獲得した知識等を新たな課題に適用し課題を解決する能力の調査・測定を実施する大学数等の増加に見られる

ように、着実に進展しています。 

   ・コミュニケーション能力、課題発見・解決能力、論理的思考力等の能力の育成を目的とした授業科目を開 

設している大学数       … H23：528 大学（72％）→ H24：566 大学（76％） 

   ・ラーニング・コモンズの整備・活用を実施している大学数 

… H23：257 大学（34％）→ H24：321 大学（42％） 

   ・学部段階において学修成果として、獲得した知識などを新たな課題に適用し課題を解決する能力の調査・

測定を実施している大学数       … H23：083 大学（11％）→ H24：110 大学（15％） 

 

 ○ 大学の国際化は、ダブル・ディグリーを実施する大学数、「英語による授業」(※2)を実施する大学数の増加等

に見られるように、着実に進展しています。 

・国外大学等と交流協定に基づくダブル・ディグリー制度を導入している大学数 

                   … H23：130 大学（17％） → H24：140 大学（18％） 

   ・学部段階において「英語による授業」を実施している大学数 

                   … H23：222 大学（30％） → H24：241 大学（32％） 

 

＜今回の新規調査項目＞ 

 ○ 新たに調査を実施した項目は、以下のとおりです。 

   ・キャリア教育を推進する産学連携のための組織の設置（8p） 

   ・シラバスの記載項目の状況（22p） 

 

＜今後の課題と求められる取組＞ 

 ① 大学教育の質的転換に向けた改革サイクルの確立 

  学部段階で、シラバスにおいて準備学修に関する具体的な指示は約 55％、学生の学修時間等の調査は約 40％

（H23：約 36％）、学修成果の把握は約 36％（H23：約 29％）の大学が実施していますが、平成 24 年８月の中央

教育審議会の質的転換答申で指摘されている、ディプロマ・ポリシーやカリキュラム・ポリシー、アドミッショ

ン・ポリシーの明示とそれらに基づく教育課程の体系化・構造化、学生の学修時間等や学修成果の把握を行い、
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その分析結果を教育課程等の見直し・改善に結び付けていくことが重要です。 

  また、教員の教育面における業績評価・顕彰は約 62％（H23：約 59％）の大学が実施していますが、その更な

る展開や、特に学生の「能動的学修（アクティブ・ラーニング）」を推進する観点から、FD(※3)活動の活性化と専

任教員の参加率を高めることが求められます。 

 

 ② 社会人の受入れ 

  科目等履修生や聴講生として、就業者が約 9,100 人（H23：約 8,900 人）、その他（主婦、高齢者等で職業に従

事していない者）が約 11,800 人（H23：約 13,000 人）の社会人が受け入れられていますが、履修証明プログラム

の証明書交付者数は約 2,000 人（H23：約 2,300 人）と減少しています。大学が、社会人の学修動機に応える魅力

ある教育プログラムの実施や社会人に配慮した学修環境の整備等を通じて社会人の受入れを促進することは、今

後ますます重要です。 

 

 ③ 学長を中心とした教学マネジメントの確立 

  教学マネジメントとして実施している項目のうち、学長補佐体制等の学長を中心とする運営体制の確立には約

60％（H23：約 58％）、教学マネジメント確立のための学長と教授会の役割の明確化には約 23％（H23：約 22％）

の大学が取り組んでいますが、学校教育法の改正（平成 27 年 4月 1日施行）に則り、学長のリーダーシップの下

で戦略的に大学を運営できるガバナンス体制の構築と、教学マネジメントの確立が求められます。 

 
 (※1) ラーニング・コモンズ 

   大学図書館等における、学生が学習のために集うことのできる共有スペース。グループ活動エリア、プレゼンテーションエリア、PC 利用 

エリア等、個人の自習環境に加え、グループワークにも適した学習環境を指す。 

 (※2) 「英語による授業」 

   ここでいう「英語による授業」は、日本語を併用するもの及び英語教育を主たる目的とするものは含まない。 

 (※3) FD 

   ファカルティ・ディベロップメント（大学の教育の内容及び方法の改善を図るための教員の組織的な研修等）の略。 

 

 

２．教育方針の明確化、教育制度の改善 

 【シラバスの記載項目の状況】（22p） 

 ○ 平成 24 年度における、主体的な学修を促すために設けられたシラバスの記載項目の設定状況は、以下のとお

りです。 

   ・授業における学習の到達目標を記載項目にする大学数   … H24：698 大学（94％） （新設項目） 

   ・準備学修に関する具体的な指示を記載項目にする大学数  … H24：410 大学（55％） （新設項目） 

   ・準備学修に必要な学修時間の目安を記載項目にする大学数 … H24：067 大学（09％） （新設項目） 

 

 【履修単位の上限設定の状況】（15p） 

 ○ 平成 24 年度における、１年間あるいは１学期間に履修登録できる単位の上限を設けている（いわゆる「キャ

ップ制」を導入している）大学数は、以下のとおりです。 

   ・学部段階でキャップ制を導入している大学数 … H23：562 大学（76％）→ H24：606 大学（82％） 

 

 【GPA 制度の導入の状況】（25～26p） 

 ○ 平成 24 年度における、GPA 制度を導入している大学数は、以下のとおりです。 

   ・学部段階において GPA 制度を導入している大学数   … H23：453 大学（62％）→ H24：497 大学（67％） 

   ・研究科段階において GPA 制度を導入している大学数 … H23：177 大学（29％）→ H24：218 大学（36％） 

 

 【主専攻・副専攻を導入している大学】（16p） 

 ○ 平成 24 年度における、専攻分野以外の分野の授業科目を体系的に履修させる「主専攻・副専攻制」を導入し

ている大学数は、以下のとおりです。 
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・学部段階において「主専攻・副専攻制」を導入している大学数 

… H23：201 大学（27％） → H24：215 大学（29％） 

 

 

３．教育内容・方法の改善 

 【キャリア教育の実施状況】（8～10p） 

 ○ 平成 24 年度におけるキャリア教育の実施状況は、以下のとおりです。 

   ・学部段階において、教育課程内外いずれかでキャリア教育を実施している大学数 

                        … H23：701 大学（95％） → H24：729 大学（98％） 

   ・うち教育課程内で実施している大学数 

   … H23：665 大学（キャリア教育を実施している大学の 95％） → H24：699 大学（同 96％） 

   ・うち教育課程外で実施している大学数 

      … H23：648 大学（キャリア教育を実施している大学の 92％） → H24：679 大学（同 93％） 

   主な取組の内容は、以下のとおりです。 

   ・勤労観・職業観の育成を目的とした授業科目を開設する大学数 

                        … H23：555 大学（75％） → H24：590 大学（79％） 

   ・コミュニケーション能力、課題発見・解決能力、論理的思考力等の能力の育成を目的とした授業科目を開 

設する大学数              … H23：528 大学（72％） → H24：566 大学（76％） 

 

 【ボランティア活動を取り入れた授業科目の開講状況】（11p） 

 ○ 平成 24 年度におけるボランティア活動を取り入れた授業科目の開講状況は、以下のとおりです。 

   ・学部段階において、ボランティア活動を取り入れた授業科目を開設している大学数 

                        … H23：344 大学（47％） → H24：381 大学（51％） 

 

 【情報通信技術を活用した教育の実施状況】（13p） 

 ○ 平成 24 年度における情報通信技術を活用した教育の実施状況は、以下のとおりです。 

   ・学部段階において、学習管理システム（LMS）(※4)を利用した事前・事後学習を推進している大学数 

                        … H23：210 大学（28％） → H24：251 大学（34％） 

   ・学部段階において、ブレンディッド型学習(※5)を導入している大学数 

                        … H23：236 大学（32％） → H24：270 大学（36％） 

  ・学部段階において、クリッカー技術(※6)による双方向型授業を実施している大学数 

                        … H23：122 大学（17％） → H24：153 大学（21％） 
    (※4) 学習管理システム（LMS） 

     Learning Management System の略。 

    (※5) ブレンディッド型学習 

     教室の講義と eラーニングによる自習の組合せ、講義とインターネット上でのグループワークの組合せ等による学習。 

    (※6) クリッカー技術 

     携帯端末等を活用した学生応答・理解度把握システム 

 

 【初年次教育の取組状況】（19p） 

 ○ 平成 24 年度における、新入生向けプログラムである初年次教育を実施する大学数は、以下のとおりです。 

   ・学部段階において初年次教育を導入している大学 … H23：651 大学（88％）→ H24：695 大学（94％） 

   主な取組の内容は、以下のとおりです。(※7) 

   ・「レポート・論文の書き方等の文章作法」       … H23：581 大学（89％） → H24：610 大学（88％） 

   ・「プレゼンテーション等の口頭発表の技法」     … H23：512 大学（79％） → H24：548 大学（79％） 

   ・「学問や大学教育全般に対する動機付け」       … H23：498 大学（76％） → H24：526 大学（76％） 

   ・「将来の職業生活や進路選択に対する動機付け」 … H23：483 大学（74％） → H24：532 大学（77％） 

   (※7) 主な取組の内容における％は、いずれも各年度において初年次教育を実施する大学数に対する割合を算出しています。 
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 【ファカルティ・ディベロップメントの実施状況】（27～28p） 

 ○ 平成 24 年度における、ファカルティ・ディベロップメント（授業の内容及び方法の改善を図るための組織的

な研修及び研究、FD）の具体的な活動状況は、以下のとおりです。 

  ・アクティブ・ラーニングを推進するためのワークショップまたは授業検討会を実施する大学数 

                       … H24：129 大学（17％） （新設項目） 

  ・教員相互の授業参観を実施する大学数   … H23：396 大学（52％） → H24：384 大学（50％）【減少】 

  ・教員相互の授業評価を実施する大学数   … H23：128 大学（17％） → H24：137 大学（18％） 

   また、専任教員の FD への参加率は、以下のとおりです。 

  ・全員（100％）が参加した大学数        … H23：116 大学（15％） → H24：107 大学（14％） 

  ・4 分の 3以上（75％～99％）が参加した大学数  … H23：266 大学（35％） → H24：254 大学（33％） 

【いずれも減少】 

 

 【学生による授業評価の実施状況】（29～30p） 

 ○ 平成 24 年度における、学生による授業評価の実施状況は、以下のとおりです。 

   ・全ての学部もしくは全ての研究科で学生による授業評価を実施した大学数 

                        … H23：708 大学（93％） → H24：722 大学（94％） 

   ・授業アンケートの結果を組織的に検討し、授業内容等に反映する機会を設けている大学数 

                        … H23：368 大学（48％） → H24：378 大学（49％） 

 

 

４．開かれた大学づくり 

 【入学時期の弾力化】（31p） 

 ○ 平成 24 年度における、４月以外の入学時期を設定している大学数、入学者数は、以下のとおりです。 

   ・学部段階     … H23：243 大学（33％）、1,974 人 → H24：242 大学（33％）、2,124 人 

   ・研究科段階    … H23：275 大学（45％）、5,613 人 → H24：284 大学（46％）、6,071 人 

 

 【長期履修学生制度の実施状況】（34p） 

 ○ 平成 24 年度における、長期履修学生制度の実施状況は、以下のとおりです。 

   ・長期履修学生制度を置く大学       … H23：329 大学（43％） → H24：364 大学（48％） 

   ・長期履修学生として受け入れられた学生数 … H23：2,570 人 → H24：3,406 人 

 

 【科目等履修生制度の実施状況】（35p） 

 ○ 平成 24 年度における、科目等履修生制度の実施状況は、以下のとおりです。 

   ・科目等履修生制度を置く大学 … H23：723 大学（95％） → H24：743 大学（97％） 

   ・科目等履修生の受け入れ者数 … H23：17,433 人 → H24：22,570 人 

 

 【履修証明プログラムの実施状況】（38p） 

 ○ 平成 24 年度における、履修証明プログラムの実施状況は、以下のとおりです。 

   ・履修証明プログラムを開設している大学 … H23：70 大学（9％） → H24：72 大学（9％） 

   ・履修証明プログラムの証明書交付者数  … H23：2,279 人 → H24：1,995 人【減少】 

 

 

５．大学の国際化の推進 

 【「英語による授業」の実施状況】（45p） 

 ○ 平成 24 年度における、「英語による授業」の実施状況は、以下のとおりです。 

   ・学部段階において「英語による授業」を実施している大学 
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… H23：222 大学（30％） → H24：241 大学（32％） 

   ・研究科段階において「英語による授業」を実施している大学 

… H23：182 大学（30％） → H24：187 大学（31％） 

 

 【「英語による授業」のみで卒業・修了できる学部・研究科】（46p） 

 ○ 平成 24 年度における、「英語による授業」のみで卒業できる学部数・修了できる研究科数の状況は、以下の

とおりです。 

   ・学部  … H23：16 大学 026 学部  → H24：20 大学 036 学部 

   ・研究科 … H23：76 大学 174 研究科 → H24：88 大学 200 研究科 

 

 【国外大学等との交流協定に基づく単位互換の実施状況】（17、47p） 

 ○ 平成 24 年度における、国外大学等との交流協定に基づく単位互換の実施状況は、以下のとおりです。 

   ・国外大学等と交流協定に基づく単位互換を実施している大学数 

                       … H23：369 大学（49％） → H24：356 大学（47％）【減少】 

 

 【国外大学等との交流協定に基づくダブル・ディグリー(※8)制度の導入】（47p） 

 ○ 平成 24 年度における、国外大学等との交流協定に基づくダブル・ディグリー制度の導入状況は、以下のとお

りです。 

   ・国外大学等との交流協定に基づくダブル・ディグリー制度を導入している大学数 

                        … H23：130 大学（17％） → H24：140 大学（18％） 
 
  (※8) この調査における「ダブル・ディグリー」とは、我が国と外国の大学が、教育課程の実施や単位互換等について協議し、また、教

育課程を共同で編成・実施し、単位互換を活用することにより、双方の大学がそれぞれ学位を授与する形態を指します。 

 

 

６．高等学校での履修状況への配慮等 

 【高等学校での履修状況への配慮】（18p） 

 ○ 平成 24 年度における、高等学校での履修状況への配慮を実施する大学数は、以下のとおりです。 

   ・H23：495 大学（67％） → H24：540 大学（73％） 

   主な配慮の内容は、以下のとおりです。 

   ・補習授業の実施 

      … H23：347 大学（高等学校での履修状況への配慮を行う大学の 70％）→ H24：384 大学（同 71％） 

   ・既修組・未修組に分けた授業の実施 

… H23：108 大学（高等学校での履修状況への配慮を行う大学の 22％）→ H24：114 大学（同 21％） 

   ・学力別クラス分けの実施 

      … H23：281 大学（高等学校での履修状況への配慮を行う大学の 57％）→ H24：324 大学（同 60％） 

 

 【高校生が大学教育に触れる機会の提供】（39p） 

 ○ 平成 24 年度における、高校生が大学教育に触れるための取組としては、主に以下のものが行われています。 

   ・大学教員が高校へ出向き行う講演等 … H23：552 大学（75％） → H24：567 大学（74％） 

   ・高校生を対象とした体験授業の開催 … H23：497 大学（67％） → H24：522 大学（68％） 

 

 

７．教学マネジメントに関する取組等 

 【教授会運営上の工夫】（51p） 

 ○ 平成 24 年度における、学部での教授会運営上の工夫としては、主に以下の取組が行われています。 
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   ・学内の他の会議との機能分担等の関係を整理し、審議事項を精選 

… H23：371 大学（49％） → H24：503 大学（68％） 

   ・教授会への報告事項を事前に構成員に周知し、審議時間を確保 

… H23：359 大学（47％） → H24：339 大学（46％） 

 

 【教員の教育面における業績評価等の実施状況】（52p） 

 ○ 平成 24 年度における、教員の教育面における業績評価等の実施状況は、以下のとおりです。 

   ・教員の教育面における業績評価・顕彰を実施している大学数 

                        … H23：444 大学（58％） → H24：475 大学（62％） 

 

 【学生の学修時間・学修行動の把握】（54p）(※9) 

 ○ 平成 24 年度における、学生の学修時間・学修行動の把握の状況は、以下のとおりです。 

   ・学部段階における、学生の学修時間・学修行動の把握を実施している大学数 

                        … H23：269 大学（36％） → H24：299 大学（40％） 

   主な調査方法は、以下のとおりです。 

  ・「学生生活調査」への付帯質問項目 

… H23：85 大学（学修時間等の把握を行っている大学の 32％） → H24：114 大学（同 38％） 

   ・学生アンケート調査（学修時間を含む） 

… H23：88 大学（学修時間等の把握を行っている大学の 33％） → H24：258 大学（同 86％） 

 

【課程を通じた学生の学修成果の把握】（55～56p）(※9) 

○ 平成24年度における、学部段階で課程を通じた学生の学修成果の把握を実施している大学数は、265大学（36％）

となっています。その主な把握方法は、外部の標準化されたテスト等を用いている大学が 148 大学（学修成果

の把握を行っている大学の 56％）となっています。また、把握を行っている主な項目は、専門的な知識が 188

大学（同 71％）、（文化・社会・自然等に関する）知識・理解が 163 大学（同 62％）、汎用的能力が 152 大学（同

57％）となっています。 

   ・学部段階における、課程を通じた学生の学修成果の把握を実施している大学数 

                        … H23：211 大学（29％） → H24：265 大学（36％） 

   主な把握方法は、以下のとおりです。 

   ・外部の標準化されたテスト等による学修成果の調査・測定（アセスメントテスト等） 

… H23：119 大学（学修成果の把握を行っている大学の 56％） → H24：148 大学（同 56％） 

   把握を行っている主な項目は、以下のとおりです。 

   ・専門的な知識 

      … H23：151 大学（学修成果の把握を行っている大学の 72％） → H24：188 大学（同 71％） 

   ・知識・理解（例：文化、社会、自然に関する知識の理解） 

      … H23：134 大学（同 64％） → H24：163 大学（同 62％） 

   ・汎用的能力（例：コミュニケーションスキル、数量的スキル） 

      … H23：125 大学（同 59％） → H24：152 大学（同 57％） 
 
  (※9) 学生の学修時間等と課程を通じた学生の学修成果の把握については、単科大学のように、大学全体で行っているものをもって学部・

研究科段階でも行っているとするものは含んでいません。 

 

 【ＩＲに関する取組】（59～60p） 

 ○ 平成 24 年度における、ＩＲ(※10)に関する取組の実施状況は、以下のとおりです。 

   ・全学的なＩＲを専門で担当する部署を設置している大学数 

                        … H23：56 大学（7％） → H24：81 大学（11％） 

   ・ＩＲを専門で担当する部署に専任教員を配置している大学数 
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                        … H23：16 大学（2％） → H24：20 大学（3％） 

   ・ＩＲを専門で担当する部署に専任職員を配置している大学数 

                        … H23：44 大学（6％） → H24：68 大学（9％） 

   ・ＩＲを専門で担当する部署において、学内の意思決定に資する提案書を作成している大学数 

                        … H23：22 大学（3％） → H24：31 大学（4％） 
 
 (※10) ＩＲ（インスティトゥーショナル・リサーチ） 

大学の組織や教育研究等に関する情報を収集・分析することで、学内の意思決定や改善活動の支援や、外部に対する説明責任を果たす

活動といわれており、アメリカでは、ＩＲを担当する部署で、連邦政府への報告や地域の基準認定に関連した業務、学生の履修登録管理

等のデータ収集や分析を行っているとされている。また、我が国でも、複数の大学が連携して共通のデータ収集を行うことによる大学間

での相互評価や、学生の状況観測等の取組が行われている。 
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【平成 24 年度の基本データ（平成 24 年 5月 1日現在）】 

 大学数 学部数 研究科数 
(参考)学部 
学生数 

(参考)大学院
学生数 

国 立 86 (86) 359 432 448,810 154,768 

公 立 82 (73) 169 165 126,300 16,276 

私 立 597 (454) 1,622 1,233 1,985,799 92,245 

放送大学 1 (1) 1 1 53,334 1,107 

計 766 (614) 2,151 1,831 2,614,243 264,396 

(注 1) 大学数・学部数・研究科数は「全国大学一覧」、学部学生数、大学院学生数は「学校基本調査」による。 

(注 2) ( )内は、大学院を置く大学数。 

(注 3) 大学院大学は 23 大学（国立 4大学、公立 2大学、私立 17 大学）。 

学部段階の母数はこれを除き、国立 82 大学、公立 80 大学、私立 581 大学、放送大学 1大学の計 743大学である。 

(注 4) 短期大学、放送大学以外の通信制は除く。 

 

【調査方法等】 

 ・調査対象：国公私立 766 大学 

（通信制大学、短期大学、平成 24 年度に学生の募集を停止した大学を除く。放送大学を含む。） 

 ・調査方法：文部科学省ホームページに調査票・回答票等を掲載の上、全大学に回答依頼の文書を発出。 

       各大学の記入後に回答票を回収、集計。 

 ・実施時期：平成 25 年 8 月～10 月 

 ・回 答 率：100％ 
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１．学位授与の方針等の策定と公表の状況

＜学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）＞

①学位授与の方針を定めている大学

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

　平成２０年１２月の中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」(以下「学士課程答申」と
いう。)では、大学に期待される取組として、大学全体や学部・学科等の学位授与の方針を定め、そ
れを学内外に対して積極的に公開することが求められている。
　平成２４年度においては、大学全体で学位授与の方針を定めているとの回答したのは３７４大学
（約４９％）、学部段階で定めていると回答したのは５６５大学（約７６％）、その内学部全体で定めて
いるのは５５６大学（約７５％）、研究科段階で定めていると回答したのは４６１大学（約７５％）、その
内研究科全体で定めているのは４４８大学（約７３％）となっている。
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②学位授与の方針の公表状況

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）　：
　大学が学位を授与するにあたり、学生が大学教育を通じて修得すべき知識・能力等の到達目標
を定めたもの。
　各大学は、自らが定める人材養成の目的に沿って学位授与の方針を定め、公表することで、教
育課程を修めることにより、どのような知識・能力等が身につくことになるのかを明確に示すことが
求められる。
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＜教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）＞

①教育課程編成・実施の方針を定めている大学

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

②教育課程編成・実施の方針の公表状況

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

　平成２４年度において、「教育課程編成・実施の方針」を学部段階で定めていると回答したのは５７
０大学（約７７％）、その内学部全体で定めているのは５６０大学（約７５％）、研究科段階で定めてい
ると回答したのは４５７大学（約７４％）、その内研究科全体で定めているのは４４８大学（約７３％）と
なっている。
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76.7%
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【学部段階】 教育課程編成・実施の方針を定めている大学 国立 公立 私立
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【研究科段階】 教育課程編成・実施の方針を定めている大学 国立 公立 私立
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【学部段階】 教育課程編成・実施の方針を学内外に公表している大学 国立 公立 私立
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【大学全体】 教育課程編成・実施の方針を定めている大学 国立 公立 私立
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(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）　：
　明確化された人材養成の目的や教育研究上の目的をもとに、各大学・学部等が、その達成に向
け、順次性のある体系的、構造的な教育課程を編成するにあたっての方針。
　この方針により提供される教育課程（カリキュラム）を修めることにより、学生は当該学問分野に
関する知識・能力を体系的に身に付けることが期待されている。
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【研究科段階】 教育課程編成・実施の方針を学内外に公表している大学 国立 公立 私立
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＜入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）＞

①入学者受入れの方針を定めている大学

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

②入学者受入れの方針の公表状況

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

　平成２４年度において、「入学者受入れの方針」を学部段階で定めていると回答したのは６２３大学
（約８４％）、その内学部全体で定めているのは６２１大学（約８３％）、研究科段階で定めていると回
答したのは５２４大学（約８５％）、その内研究科全体で定めているのは５２０大学（約８５％）となって
いる。
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【学部段階】 入学者受入れ方針を定めている大学 国立 公立 私立
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【研究科段階】 入学者受入れ方針を定めている大学 国立 公立 私立
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【学部段階】 入学者受入れ方針を学内外に公表している大学 国立 公立 私立
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【大学全体】 入学者受入れ方針を定めている大学 国立 公立 私立
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(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）　：
　各大学・学部等が、その教育理念や特色等を踏まえ、どのような教育活動を行い、また、どのよ
うな能力や適性等を有する学生を求めているのか等の考え方をまとめたものであり、入学者の選
抜方法や入試問題の出題内容等にはこの方針が反映されている。また、この方針は受験者が自
らにふさわしい大学を主体的に選択する際の参考ともなる。
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【研究科段階】 入学者受入れ方針を学内外に公表している大学 国立 公立 私立
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２．教育内容の改善

＜カリキュラム編成上の具体的な取組＞

カリキュラム編成上の具体的な取組

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

　平成２４年度における、カリキュラム編成上の具体的な取組状況は以下のとおりであり、「カリキュ
ラムの体系性を明確化する観点からの検討の実施と検討結果の反映」を行っている大学が５４５大
学（約７３％）を多く、一方「ナンバリングの実施」をしている大学は１２５大学（約１７％）に止まってい
る。
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【学部段階】 カリキュラム編成上の具体的な取組 国立 公立 私立

教養教育と専門教育の連携に関す

る検討の実施と検討結果の反映

ナンバリングの実施

履修系統図（カリキュラムマップ、

カリキュラムチャート）の活用

履修モデルを活用した学生

への履修指導の実施

シラバスの作成にあたり、内容を

担当教員以外が検討・修正する

機会を設定
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45

9
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54.8%
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6.9%
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カリキュラムの体系性を明確化する観点

からの検討の実施と検討結果の反映

能動的学修を効果的にカリキュラム

に組み込むための検討

大学全体で定める人材養成目的や学位授与

方針等とカリキュラムの整合性を考慮

日本学術会議が作成している分野別の

教育課程編成上の参照基準を活用

異なる授業科目で教える内容が重複するのを

避けるため、教員間で、授業科目の内容の調整

その他のカリキュラム編成上の工夫
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＜キャリア教育の実施状況＞

①キャリア教育の実施状況

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。
(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

②キャリア教育を推進するための組織

　平成２４年度において、学部段階でキャリア教育を実施している大学は７２９大学（約９８％）となっ
ている。このうち、キャリア教育を教育課程内で実施している大学は６９９大学（約９４％）、教育課程
外で実施している大学は６７９大学（約９１％）となっている。
　また、教育課程内での具体的な取組については、「勤労観・職業観の育成」、「コミュニケーション能
力や課題発見・解決能力等の能力育成」、「今後の将来設計」を目的とした授業科目の開設や、イン
ターンシップを取り入れた授業科目の開設が多く見られる。
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【学部段階】 キャリア教育を実施している大学
(平成２１年度までは「キャリア形成を支援する取組を実施している大学」であり、参考値)

国立 公立 私立
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【学部段階】 上表のうち、教育課程内で実施している大学
(平成２１年度までは「キャリア形成を支援する取組を授業で実施している大学」であり、参考値)

国立 公立 私立
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【学部段階】 上表のうち、教育課程外で実施している大学
(平成２１年度までは「キャリア形成を支援する取組を特別講義等で実施している大学」であり、参考値)

国立 公立 私立
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全学的な組織を設置している

全学的な組織を設置していないが、

学部・研究科等の組織として設置している

組織は設置していないが、案件毎に教員

もしくは事務組織が企業等と連携している

【大学全体】 キャリア教育を推進する産学連携のための組織の設置 国立 公立 私立
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③キャリア教育の具体的な内容

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。
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67.2%

79.4%

63.2%

74.2%

60.5%

76.2%

37.5%

49.4%

65.4%

70.9%

52.1%

68.2%

491

590

462

551

442

566

274

367

478

527

381

507

0 200 400 600

H21

H24

H21

H24

H21

H24

H21

H24

H21

H24

H21

H24

【学部段階】 教育課程内でのキャリア教育の取組 国立 公立 私立

勤労観・職業観の育成を目的

とした授業科目の開設

今後の将来の設計を目的

とした授業科目の開設

コミュニケーション能力、課題発見・解決

能力、論理的思考力等の能力の育成を

目的とした授業科目の開設

社会や経済の仕組み、労働者として

の権利・義務等の知識の獲得・修得

を目的とした授業科目の開設

インターンシップを取り入れた

授業科目の開設

資格取得・就職対策等を目的とした

授業科目の開設
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企業関係者、ＯＢ、ＯＧ等の講演等の実施

教育課程を通じ、キャリアに関して身に付けるべき

知識や能力の明確化と到達度の評価

女性の多様なキャリアを意識したもの等、

男女共同参画の視点を踏まえたキャリア教育

大学と企業等とで連携して実施する、

企業の課題解決や製品開発等を題材とした

授業科目の開設(PBL の実施)

社会人等に対するリカレント教育を

目的とした授業科目の開設
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(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。
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45.5%

16.4%

35.8%

38.3%
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【学部段階】 教育課程外でのキャリア教育の取組 国立 公立 私立

勤労観・職業観の育成を目的とした

特別講義等の開設

今後の将来の設計を目的とした

特別講義等の開設

インターンシップを取り入れた

特別講義等の開設

資格取得・就職対策等を目的とした

特別講義等の開設

企業関係者、ＯＢ、ＯＧ等の

講演等の実施
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25
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133

416
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59
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23.3%

72.1%

39.8%

16.0%

11.7%

16.7%

173
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296

119
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ポートフォリオや学修記録等の活用による、

キャリアに関する情報集約や目標設定等の実施

学生のキャリア形成を支援するための

助言者の配置や相談体制の整備

キャリアデザインの意識付け等を目的とした、

大学入学前後のガイダンス

卒業生の女性による講演会等、男女共同参画の

視点を踏まえた特別講義等の開設

大学と企業等とで連携して実施する、

企業の課題解決や製品開発等を題材とした

特別講義等の開設(PBL の実施)

社会人等に対するリカレント教育を目的とした

特別講義等の開設
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＜その他の教育内容の改善＞

①ボランティア活動を取り入れた授業科目の開設状況

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。
(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。
(注）学部以外の組織で開講されているものは除いた数値である。

　平成２４年度において、学部段階でボランティア活動を取り入れた授業科目を開講している大学は
３８１大学（約５１％）となっており、その具体的な活動内容については、「社会福祉に関する活動」や
「体育・スポーツ・文化に関する活動」が多く見られる。
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44.0%
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51.3%
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【学部段階】 ボランティア活動を取り入れた授業科目を

開設している大学
国立 公立 私立
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25
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4
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4
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4
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9
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4

2

94

83

141

60

94
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169

85

31
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33

49

17.2%

14.1%

24.2%

10.8%

15.6%

13.1%

29.1%

15.9%

4.8%

17.9%

6.3%

7.1%

128
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216

118

36

133
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公共施設での活動

青少年健全育成に関する活動

体育・スポーツ・文化に関する活動

人々の学習活動に関する指導、

助言、運営協力などの活動

自然・環境保護に関する活動

国際交流（協力）に関する活動

社会福祉に関する活動

保健・医療・衛生に関する活動

交通安全に関する活動

災害地での支援活動

自主防災活動や災害援助活動

(「災害地での支援活動」は除く)

募金活動、チャリティーバザー

【学部段階】 ボランティア活動を取り入れた授業科目での

具体的な活動内容
国立 公立 私立
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②知的財産に関する授業科目の開設状況

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

(注１)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。
(注２）学部以外の組織で開講されているものは除いた数値である。

　平成２４年度において、知的財産に関する授業科目を開講している大学は、学部段階で３３９大学
（約４６％）、研究科段階で１８７大学（約３１％）となっている。

61

61

62

64
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45.6%
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平成24年度

【学部段階】 知的財産に関する授業科目を開設している大学 国立 公立 私立

57
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62
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16
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17

106
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110

30.0%

30.2%

29.2%

30.5%

178

181

179

187

0 50 100 150 200
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平成21年度

平成23年度

平成24年度

【研究科段階】 知的財産に関する授業科目を開設している大学 国立 公立 私立
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＜情報通信技術の活用＞

情報通信技術を活用した教育の実施

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

　平成２４年度において、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した教育の取組として、ブレンディッド型学修の
導入やLMSを利用した事前・事後学修の推進等の取組が多く見られる。

36

35

48

46

31

52

34

61

19

34

5

14

14

18

4

17

10

24

3

10

61

103

68

96

75

182

87

185

18

109

14.0%

20.5%

17.8%

21.5%

15.0%

33.8%

17.9%

36.3%

5.5%

20.6%

102

152

130

160

110

251

131

270

40

153

0 100 200

H21

H24

H21

H24

H21

H24

H21

H24

H21

H24

【学部段階】 情報通信技術を活用した教育の具体的内容（大学数） 国立 公立 私立

ビデオ・オン・デマンド・システムなど

リアルタイム配信以外のシステムを

活用したeラーニングによる遠隔教育

テレビ会議システムなどリアルタイム

配信システムを活用した遠隔教育

学習管理システム

（LMS：Learning Management System）

を利用した事前・事後学習の推進

教室の講義とｅラーニングによる自習

の組合せ、講義とインターネット上での

グループワークの組合せ（いわゆる

ブレンディッド型学習）の導入

携帯端末を活用した学生応答・理解度

把握システム（いわゆるクリッカー技術）

による双方向型授業
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３．教育方法の改善

＜セメスター制の採用状況＞

セメスター制の採用状況

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。
(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

セメスター制　：　

　全ての授業科目（ゼミ等通年で行うことが通常想定されるものを除く）でセメスター制を導入してい
る学部を持つ大学は、平成２４年度現在、６５７大学（約８８％）である。

　１学年複数学期制の授業形態。通年制（ひとつの授業を１年間を通して実施）における前期・後
期の区分とは異なり、ひとつの授業を学期（セメスター）ごとに完結させる制度。

77

78

77

78

62

66

67

73

465

473

473

506

83.5%

84.4%

83.7%

88.4%

604

617

617

657

0 200 400 600

平成20年度

平成21年度

平成23年度

平成24年度

【学部段階】 全ての授業科目でセメスター制を導入している学部を持つ大学 国立 公立 私立

76

7

68

5

477

32

83.7%

5.9%

622

44

0 200 400 600

２学期制

３学期制

【学部段階】 平成24年度にセメスター制を導入している大学における

学期の設定区分
国立 公立 私立
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＜履修単位の上限設定＞

履修単位の登録上限の設定状況

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。
(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　単位の過剰登録を防ぐため、１年間あるいは１学期間に履修登録できる単位の上限を設けている
（いわゆる「キャップ制」）大学は年々増加しており、平成２４年度現在、国公私立６０６大学（約８
１％）が履修科目登録の上限を設けている（その内、学部全体で設けている大学は５７３大学（約７
７％））。

63

64

66

66

31

35

38

43

399

421

458

497

68.2%

71.1%

76.3%

81.6%

493

520

562

606

0 200 400 600

平成20年度

平成21年度

平成23年度

平成24年度

【学部段階】 履修単位の登録上限を設定している大学 国立 公立 私立
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＜専攻以外の分野を学修させるための配慮＞

主専攻・副専攻制を導入している大学

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。
(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　専攻分野以外の分野の授業科目を体系的に履修させる「主専攻・副専攻制」は、平成２４年度現
在、２１５大学（約２９％）が導入しており、その内、全ての学生に履修を義務付けしている大学は４０
大学（約５％）である。

34

35

33

38

11

14

17

19

122

143

151

158

23.1%

26.3%

27.3%

28.9%

167

192

201

215

0 100 200

平成20年度

平成21年度

平成23年度

平成24年度

【学部段階】 主専攻・副専攻制を導入している大学 国立 公立 私立

36

34

19

19

16

16

9

15

126

130

71

79

24.0%

24.2%

13.3%

15.2%

178

180

99

113

0 100 200

ガイダンス等において、

履修指導を行っている

履修要項等に具体的な

履修方法を明示している

時間割上の授業科目の

配置に配慮している

所定の科目を履修した場合、

何らかの証明書を受け取ること

ができる

【学部段階】 主専攻・副専攻制を導入する際の配慮
国立 公立 私立
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＜単位互換制度＞

①国内大学等と交流協定に基づく単位互換制度を実施している大学

②国外大学等と交流協定に基づく単位互換制度を実施している大学

(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　平成２４年度において、国内大学等と交流協定（等）に基づく単位互換制度を実施している大学は
６１８大学（約８１％）となっており、国外大学等と交流協定に基づく単位互換制度を実施している大
学は３５６大学（約４７％）となっている。

86

86

84

86

54

57

64

67

425

434

463

465

75.6%

76.6%

80.5%

80.7%

565

577

611

618

0 200 400 600

平成20年度

平成21年度

平成23年度

平成24年度

【大学全体】 国内大学等と交流協定に基づく単位互換制度

を実施している大学

国立 公立 私立

55

57

67

69

22

25

33

38

169

174

269

249

32.9%

34.0%

48.6%

46.5%

246

256

369

356

0 100 200 300 400

平成20年度

平成21年度

平成23年度

平成24年度

【大学全体】 国外大学等と交流協定に基づく単位互換制度

を実施している大学
国立 公立 私立

58

80

11

50

29

47

25

36

172

233

261

333

34.1%

47.0%

39.1%

54.7%

259

360

297

419

0 200 400

H23

H24

H23

H24

【大学全体】 国内大学等と交流協定に基づく単位互換制度の

実施方法（大学数）
国立 公立 私立

個別の大学と協定を

締結して実施

大学コンソーシアム

への参加により実施

17



＜高等学校での履修状況への配慮＞

①高等学校での履修状況への配慮

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

②配慮の内容

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。
(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　平成２４年度においては５４０大学（約７３％）が、専門高校出身者や帰国子女、高等学校で当該科
目を選択履修していない者等に対して、補習授業の実施や、既習組・未習組に分けた授業の実施
等、高等学校等での履修の状況に配慮した取組を実施している（その内、学部全体で実施したのは
４５０大学（約６０％））。

70

72

68

71

35

40

37

47

368

375

390

422

65.4%

66.6%

67.2%

72.7%

473

487

495

540

0 200 400

平成20年度

平成21年度

平成23年度

平成24年度

【学部段階】 高等学校での履修状況への配慮を実施している大学 国立 公立 私立
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20

21
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31
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295

36.5%

37.5%

47.1%

51.7%

264

274

347

384

0 200 400

平成20年度

平成21年度

平成23年度

平成24年度

【学部段階】 補習授業の実施 国立 公立 私立
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21
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6
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16.6%

16.3%

14.7%

15.3%

120

119

108

114

0 50 100

平成20年度

平成21年度

平成23年度

平成24年度

【学部段階】 既修組・未修組に分けた授業の実施 国立 公立 私立

24

28

35

37

9

10

9

18

249

265

237

269

39.0%

41.5%

38.1%

43.6%

282

303

281

324

0 100 200 300

平成20年度

平成21年度

平成23年度

平成24年度

【学部段階】 学力別クラス分けの実施 国立 公立 私立

42

45

19

24

226

197

38.6%

35.8%

287

266

0 100 200 300

大学入学前

大学入学後

【学部段階】 平成24年度における補習授業の実施時期 国立 公立 私立
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＜初年次教育の取組状況＞

初年次教育を導入している大学

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。
(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

初年次教育　：　

　初年次教育を実施する大学は、平成２４年度現在、６９５大学（約９３％）で、その内学部全体で実
施している大学は６７７大学（約９１％）である。文章作法や口頭発表の技法、学問や大学教育全般
に対する動機付けのためのプログラムや、将来の職業生活や進路選択に対する動機付け・方向付
けのためのプログラムを開設する大学が多い。

　高等学校から大学への円滑な移行を図り、大学での学問的・社会的な諸条件を成功させるべ
く、主として大学新入生を対象に作られた総合的教育プログラム。高等学校までに習得しておくべ
き基礎学力の補完を目的とする補習教育とは異なり、新入生に最初に提供されることが強く意識
されたもの。
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【学部段階】 初年次教育を導入している大学 国立 公立 私立
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41.1%

54.4%

49.8%

71.6%

30.2%

43.5%
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34.9%

32.1%
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【学部段階】 初年次教育の具体的内容 国立 公立 私立

レポート・論文の書き方などの

文章作法を身に付けるための

プログラム

ノートの取り方に関するプログラム

プレゼンテーションやディスカッション

等の口頭発表の技法を

身に付けるためのプログラム

学問や大学教育全般に対する

動機付けのためのプログラム

論理的思考や問題発見・解決

能力の向上のためのプログラム

将来の職業生活や進路選択

に対する動機付け・方向付け

のためのプログラム

社会の構成員としての自覚・

責任感・倫理観育成

のためのプログラム

メンタルヘルス等、精神的・

肉体的健康の保持

に関するプログラム

学生生活における時間管理や

学習習慣を身に付ける

ためのプログラム

大学内の教育資源（図書館を

含む）の活用方法を身に付ける

ためのプログラム

自大学の歴史等を題材とした、

自大学への帰属意識の

向上に関するプログラム
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＜履修指導や学修支援制度等の取組状況＞

全学的な履修指導又は学修支援制度の取組の実施状況

学修ポートフォリオ：

ラーニング・コモンズ：

　平成２４年度における全学的な履修指導又は学修支援制度の取組の実施状況については以下の
とおりであり、オフィス・アワーの設定、学生の就職支援のためのセンター等の設置、TAの配置と
いった項目については、多くの大学が実施していると回答している。

　学生が、学修過程ならびに各種の学修成果（例えば、学修目標・学修計画表とチェックシート、課
題達成のために収集した資料や遂行状況、レポート、成績単位取得表等）を長期にわたって収集し
たもの。これらを必要に応じて系統的に選択し、学修過程を含めて達成度を評価し、次に取り組むべ
き課題をみつけてステップアップを図ること等を目的としている。

大学図書館等における、学生が学習のために集うことのできる共有スペース。グループ活動エリア、
プレゼンテーションエリア、ＰＣ利用エリア等、個人の自習環境に加え、グループワークにも適した学
習環境を指す。
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【大学全体】 全学的な履修指導または学修支援制度の取組 国立 公立 私立

TA の配置

オフィス・アワーの設定

アドバイザー制

学修ポートフォリオ

ラーニング・コモンズの

整備・活用

ライティング・センター等、

日本語表現力を高める

ためのセンター等の設置

大学教育レベルの英語

学修を支援するための

センター等の設置

大学教育レベルの外国語

(英語以外)学修を支援する

ためのセンター等の設置

補習教育を実施するため

のセンター等の設置

初年次教育を実施する

ためのセンター等の設置

学生の就職支援のため

のセンター等の設置

学生のボランティア活動を

支援するための

センター等の設置

上記以外を目的とする

履修指導や学修支援の

ためのセンター等の設置
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４．授業の質を高めるための具体的な取組状況

＜シラバスの作成状況＞

①全ての授業科目でシラバスを作成している大学

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

　平成２４年度現在、７２５大学（約９７％）が全ての授業科目でシラバスを作成している学部、５６７
大学（約９２％）が全ての授業科目でシラバスを作成している研究科を持っている。
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【学部段階】 全ての授業科目でシラバスを作成している学部を持つ大学 国立 公立 私立
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【研究科段階】 全ての授業科目でシラバスを作成している研究科を持つ大学 国立 公立 私立
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【研究科段階】 全ての授業科目でシラバスを作成し、統一している

研究科を持つ大学

国立 公立 私立
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②シラバスの記載項目の状況

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

シラバス　：　
　授業科目名、担当教員名、講義目的、講義概要、毎回の授業内容、成績評価方法、教科書や
参考文献、履修する上での必要な要件等を詳細に示した授業計画。
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171
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73
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人材養成の目的もしくは学位授与

の方針と該当授業科目の関連

授業における学習の到達目標

当該授業科目の教育課程内の

位置づけや水準を表す数字や記号

（ナンバリングを含む）

各回の授業の詳細な内容

授業期間を通して課される課題

（試験やレポート等）の内容

準備学修に関する具体的な指示

準備学修に必要な学修時間の目安

課題（試験やレポート等)に対する

フィードバックを行うこと

【学部段階】 シラバスの記載項目の状況（大学数） 国立 公立 私立
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＜成績評価基準等の明示＞

①成績評価基準等の明示の方法

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

　平成２４年度においては、全ての授業科目の成績評価基準をシラバスで明示した大学は学部段階で６
８９大学(約９３％)、研究科段階で５４５大学(約８９％)となっている。
　また、卒業認定の基準を学生便覧に明記している大学は学部段階で７２８大学(９８％)、研究科段階で
５４７大学(約８９％)となっている。
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【学部段階】 成績評価基準の明示方法（大学数） 国立 公立 私立
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【研究科段階】 成績評価基準の明示方法（大学数） 国立 公立 私立
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ルーブリック　：　

②卒業認定の基準の明示の方法

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

　米国で開発された学修評価の基準の作成方法。評価水準である「尺度」と、尺度を満たした場合の
「特徴の記述」で構成される。記述により達成水準等が明確化されることにより、他の手段では困難な
パフォーマンス等の定性的な評価に向くとされ、評価者・被評価者の認識の共有、複数の評価者によ
る評価の標準化等のメリットがあるとされている。ルーブリックは、コースや授業科目、課題（レポート）
等の単位で設定することができ、国内においても、個別の授業科目における成績評価等で活用され
ている。
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【学部段階】 卒業認定の基準を学生便覧で明示した学部を持つ大学 国立 公立 私立
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【研究科段階】 卒業認定の基準を学生便覧で明示した研究科を持つ大学 国立 公立 私立
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＜GPA制度の活用＞

ＧＰＡ制度を導入している大学

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

　シラバス等で授業方法・計画とともに成績評価基準を明示した上で、厳格な成績評価を行うことが
求められているが、例えば、現在米国において一般に行われている成績評価方法である「ＧＰＡ制
度」は、平成２４年度現在、学部段階で４９７大学（約６７％）、研究科段階で２１８大学（約３６％）で導
入されており、その内学部全体で導入しているのは４７１大学（約６３％）、研究科全体で導入してい
るのは１９７大学（約３２％）である。ＧＰＡは主に学修指導や奨学金・授業料免除の基準として活用さ
れており、進級判定や卒業判定の基準、退学勧告への活用は少数である。
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【学部段階】 GPA制度の具体的運用方法 国立 公立 私立
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【学部段階】 GPAの算出の際に不可の科目のGPを含めている大学 国立 公立 私立
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GPA制度　：　
　授業科目ごとの成績評価を、例えば５段階（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ）で評価し、それぞれに対して、４、
３、２、１、０のように数値(グレード・ポイント：GP)を付与し、この単位あたりの平均(グレード・ポイン
ト・アベレージ：GPA)を出して、その一定水準を卒業等の要件とする制度。
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【研究科段階】 GPA制度の具体的運用方法 国立 公立 私立
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＜ファカルティ・ディベロップメント（教員の職能開発）の実施状況＞

①ファカルティ・ディベロップメントの実施状況
　各大学は、ファカルティ・ディベロップメント（教員の職能開発、ＦＤ）に取り組むことが法令により義
務づけられている。
　平成２４年度におけるＦＤ活動の具体的な内容は以下のとおりとなっており、講演会やワークショッ
プ形式のＦＤは広く行われる一方、教員相互による授業評価や授業コンサルテーション等を行う大学
数は、あまり多くない。
　また、こうしたＦＤ活動を推進するための専門家の活用状況について見ると、外部の専門家を活用
するとの回答が多いが、学内の常勤の教職員を活用すると回答している大学も一定数見られる。
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【大学全体】 ファカルティ・ディベロップメントの具体的内容 国立 公立 私立

教員相互の授業参観

教員相互による授業評価

自大学の学生や自大学への

入学志願者に対する理解を

深めるためのワークショップ

プログラムとしての学士

課程教育の構築を目的

としたワークショップ

または授業検討会

アクティブ・ラーニングを推進

するためのワークショップ

または授業検討会

教育方法改善のための

ワークショップまたは

授業検討会（上記を除く）

大学院生を対象とした

プレＦＤ

授業コンサルテーション

講演会、シンポジウム等

（上記を除く）
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②ファカルティ・ディベロップメントへの専任教員の参加状況
　平成２４年度においてＦＤ活動に参加した専任教員の割合については以下のとおりであり、「４分の
３以上(であるが全員ではない)」と回答した大学数が最も多く２５４大学となっている。
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【大学全体】 専任教員のＦＤ参加率別大学数 国立 公立 私立
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【大学全体】 ＦＤに関する専門家(ファカルティ・ディベロッパー)の活用状況 国立 公立 私立

自大学の常勤の教職員

を専門家として活用

自大学の非常勤の教職員

を専門家として活用

自大学では雇用していな

いが、他大学と連携し、他

大学の専門家を活用する

仕組みを構築

外部の専門家を必要に

応じて活用(研修会講師

として招く場合を含む)

全員

(１００％)

４分の３以上

(７５％～９９％)

２分の１以上

(５０％～７４％)

４分の１以上

(２５％～４９％)

４分の１未満

(２４％未満)

把握していない
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＜学生による授業評価の実施状況＞

①学生による授業評価の実施状況

(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　平成２４年度現在、学生による授業評価を実施した大学は、国立７７大学（約９０％）、公立７８大学
（９５％）、私立５６７大学（約９５％）、国公私立全体で７２２大学（約９４％）となっており、その内全て
の学部で実施した大学は７０１大学（約９１％）である。
 (平成２１年度までの大学数は「全学として授業評価を実施した大学数」であり、参考値である。)
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【大学全体】 学生による授業評価における評価項目 国立 公立 私立
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【大学全体】 全ての学部もしくは全ての研究科で

学生による授業評価を実施した大学

国立 公立 私立
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②学生による授業評価結果の取扱い等
　平成２４年度における学生による授業評価の結果の取扱い状況は以下のとおりであり、「評価結果
を学内の教員及び学生のみに開示」している大学数は３０２大学（約４０％）となっている。これと「評
価結果を学内の教員のみに開示」「評価結果を教員本人のみに開示」とする大学数を合わせると５８
５大学となり、授業評価の結果を学内のみで活用している大学数は約８割となっている。
　その一方、「評価結果やその分析結果を学内外に公表」していると回答している大学数は１４１大
学となっている。
　また、平成２４年度における学生による授業評価の特徴的な取組としては、「授業アンケートの結
果を組織的に検討し、授業内容等に反映する機会を設けている」との回答が３７８大学と一番多く、
次いで１０８大学が「大学の授業に関し、学生自治会からの意見を聞く機会を設けている」、８６大学
が「ファカルティ・ディベロップメント活動に学生が参加している」と回答している。
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授業アンケートの結果を組織的に検討し、

授業内容等に反映する機会を設けている

大学の授業に関し、学生自治会からの

意見を聞く機会を設けている

学生を教育改善委員として任命している

学生が課外活動で

教育改善活動に参加している

学生企画型、もしくは学生が参加する授業

運営委員会を置く授業科目を開設している

ファカルティ・ディベロップメント

活動に学生が参加している

【大学全体】 授業評価に関する特徴的な取組 国立 公立 私立
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【大学全体】 授業評価結果の取り扱いの状況 国立 公立 私立

30



５．「開かれた大学」への取組状況

＜入学時期の弾力化＞

①学部段階における４月以外の入学者の受入れ

（※）大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

②研究科段階における４月以外の入学者の受入れ

(※)放送大学を除く。
(※)通信制を対象としていない。
(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　平成１９年の学校教育法施行規則の改正により、学年の始期及び終期は学長が定めることとされ
ており、平成２４年度においては、学部段階では２４２大学（３３％）、研究科段階では２８４大学（４
６％）が制度を導入しており、学部段階の４月以外の入学者数は２，１２４人、研究科段階の４月以外
の入学者数は６，０７１人となっている。
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【学部段階】 ４月以外の入学者数 帰国子女 社会人 留学生 その他
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【研究科段階】 ４月以外の入学者 帰国子女 社会人 留学生 その他
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【学部段階】 ４月以外の入学制度を設けている大学 国立 公立 私立
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【研究科段階】 ４月以外の入学制度を設けている大学 国立 公立 私立
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＜入学資格、修業年限の弾力化＞

①大学への飛び入学の実施状況

《【学部段階】　平成２４年度入学者数》
入学者数

１名

１名

０名

０名

２名

０名

②大学院への飛び入学の実施状況

(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　平成２４年度現在、大学院への飛び入学制度を学則上導入している大学のうち、実際に飛び入学
生を受け入れた大学は４９大学（国立２１大学、公立３大学、私立２５大学）となっている。

名城大学（私立）

エリザベト音楽大学（私立）

成城大学（私立）

　平成２４年度現在、大学への飛び入学制度を定め、学生募集を実施した大学は６大学（国立１大
学、公立１大学、私立４大学）となっている。

大学名

千葉大学（国立）

会津大学（公立）

昭和女子大学（私立）
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【研究科段階】 実際に大学院への飛び入学生を受け入れた大学 国立 公立 私立
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【研究科段階】 大学院への飛び入学をした学生数 国立 公立 私立

32



③修士課程を経ずに博士課程に入学

④早期卒業の状況（学部）

（※）大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

⑤早期修了の状況（大学院）

(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。
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【学部段階】 早期卒業の状況（実績） 大学数 学生数
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【研究科段階】 修士課程の早期修了の状況（実績） 大学数 学生数
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【研究科段階】 博士課程の早期修了の状況（実績） 大学数 学生数
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【研究科段階】 学部卒業後２年以上研究に従事し、

修士課程を経ずに博士課程に入学（実績）
大学数 学生数
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＜長期履修学生制度＞

長期履修学生制度を置く大学

(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　職業を有している等の事情により、修業年限を超えた一定の期間にわたって、計画的に教育課程
を履修して卒業する「長期履修学生制度」については、平成２４年度においては３６４大学（約４７％）
が導入しており、学部段階で導入しているのは１０２大学（約１４％）、研究科段階で導入しているの
は３１８大学（約５２％）である。また学部段階では２１０人、研究科段階では３，１９６人、計３，４０６
人の学生が長期履修生として受け入れられている。

71

72

76

77

26

37

48

55

159

172

205

232

34.3%

37.3%

43.3%

47.5%

256

281

329

364

0 200 400

平成20年度

平成21年度

平成23年度

平成24年度

【大学全体】 長期履修学生制度を置く大学 国立 公立 私立
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【大学全体】 長期履修学生として受け入れられた学生数 国立 公立 私立
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＜科目等履修生制度＞

科目等履修生制度を置く大学

(※)放送大学を除く。
(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　当該大学の学生以外の者に、パートタイム形式による大学教育を受ける機会を広く認め、その履
修成果に単位を与えることのできる「科目等履修生制度」が活用されている。平成２４年度現在、国
公私立大学７４３大学（約９７％）が科目等履修生制度を設けている。
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【大学全体】 科目等履修生制度を置く大学 国立 公立 私立
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【大学全体】 科目等履修生の受入れ者数（内訳） 国立 公立 私立
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＜聴講生の受入れ＞

聴講生の受入制度を置く大学

(※)放送大学を除く。
(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　当該大学の学生以外の者が、授業の一部を履修することを目的とした「聴講生」制度が活用され
ている。「科目等履修生」とはことなり、単位認定は行われない。平成２４年度現在、５０９大学（約６
７％）が聴講生の受入制度を設けている。
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【大学全体】 聴講生の受入制度を置く大学 国立 公立 私立
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＜学生以外の者を対象とした教育課程を設けている大学＞

①学生以外の者を対象とした教育課程の開設状況

学生以外の者を対象とした教育課程　：

(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　平成２４年度においては、２０２大学（約２７％）が学生以外の者を対象とした教育課程を設けてお
り、このうち、修了者に証明書の交付を行っている大学は１５２大学（約２０％）となっている。

　主として学生以外の者を対象に、大学の授業科目もしくは公開講座またはこれらの一部により
体系的に編成した教育課程（概ね１年未満の短期のプログラムを想定）のこと。必ずしも単位認定
を行うことを要しない。なお、一回のみの公開講座、及び科目等履修生、聴講生、履修証明プログ
ラムの受講者を対象としたものは除く。
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【大学全体】 学生以外の者を対象とした教育課程を設けている大学 国立 公立 私立
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②履修証明プログラムの開設状況

(※)放送大学を除く。
履修証明プログラム　：

《履修証明プログラムの内容別取組例》
○公的な職業資格に関するスキルアップ
　　情報教育支援士養成プログラム（九州工業大学）
　　実践的コア・サイエンス・ティーチャー養成プログラム（鹿児島大学）
　　英語による奈良観光ガイド人材養成プログラム（帝塚山大学）

○専門的知識・技能に関する資格の獲得等、職業に係る知識・技能の獲得・向上
　　いわてアグリフロンティアスクール（岩手大学）
　　社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム・森林環境管理リカレントコース（愛媛大学）
　　ワークショップデザイナー育成プログラム（青山学院大学）

○教養の向上を主たる目的としたもの
　　生涯学習塾「共育」（武蔵野大学）
　　リベラルアーツ・プログラム（関西学院大学）

(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　学校教育法の改正により、平成２０年度から大学等における「履修証明制度」が創設され、社会
人等の学修の機会が拡充されている。

　「履修証明プログラム」は、１２０時間以上の特別な課程として編成されるもので、大学は、学校教
育法の定めにより、課程の修了者に証明書を交付することができる。平成２４年度においては全７２
大学で計１３６プログラムが実施され、証明書交付者数は１，９９５人となっている。
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＜高等学校との連携の状況＞

①高校生が大学教育に触れる機会の提供

②入学前の既修得単位の認定

(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。
（※）大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

　高校生が大学教育に触れる機会として大学が行っている取組としては、「オープンキャンパス等」
が最も多く、次いで「大学教員が高校へ出向き行う講演等」、「高校生を対象とした体験授業の開催」
が多くなっている。

　現在、高校生が大学の科目等履修生として大学の授業科目を受講する取組も広がっており、その
成果として取得した大学の単位は、大学入学後に既修得単位として認定を受けることも可能であ
る。
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専攻科

大学専攻科

高等専門学校

の課程
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のうち２年以上

のもの

教育職員免許法上
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その他社会的評価

を有するものにおけ

る成果に係る学修
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＜単位認定の弾力化＞

大学以外の教育施設等における学修

(注)平成２２年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

（※）大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

　大学以外の教育施設等における学修を単位認定することが可能になっており、その取組が広がっ
ている。

8

2

3

2

6

3

5

7

3

5

1

1

4

1

1

2

1

1

3

6

16

2

5

2

9

7

8

17

17

3

1

1

1

1

1.9%

3.0%

0.8%

1.1%

1.1%

1.9%

1.8%

2.0%

2.9%

3.4%

0.4%

0.1%

0.1%

0.0%

0.0%

0.1%

0.3%

0.1%

14

22

6

8

8

14

13

15

21

25

3

1

1

0

0

1

2

1

0 20 40

H21

H24

H21

H24

H21

H24

H21

H24

H21

H24

H21

H24

H21

H24

H21

H24

H21

H24

【学部段階】 大学以外の教育施設等における学修の単位認定実績（大学数） 国立 公立 私立

短期大学専攻科

79

79

77

77

47

45

43

49

382

392

391

403

70.3%

70.6%

69.3%

71.2%

508

516

511

529

0 200 400

平成20年度

平成21年度

平成23年度

平成24年度

【学部段階】 大学以外の教育施設等における学修の

単位認定制度を設けている大学
国立 公立 私立

57

51

38

42

19

23

12

15

147

144

163

162

30.5%

29.3%

29.1%

29.5%

223

218

213

219

0 100 200

H21

H24

H21

H24

高等専門学校

専攻科

大学専攻科

高等専門学校

の課程

専修学校専門課程

のうち２年以上

のもの

教育職員免許法

に基づく認定講習

または公開講座

社会教育法に

基づく社会教育

主事講習

図書館法に基づく

司書及び司書補

の講習

学校図書館法に

基づく司書教諭

の講習

TOEIC及びTOEFL

その他社会的評価を

有するものにおける

成果に係る学修

41



＜転入学・転学部・転学科の状況＞

①転入学の状況

（※）放送大学を除く。
（※）大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。
転入学：

　学生が、他の大学（大学院）から異動する「転入学」の受入れ制度を設けている大学は、平成２４年
度現在５９３大学（約８０％）となっている。

学生が他の大学（大学院）から異動することを表す。ここでは大学を卒業した者が他の大学の途
中年次に入学するものも含むが、短大・高専等からの「編入学」は除く。
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②転学部・転学科の状況

（※）大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

　平成２４年度現在、同一大学内で学部を異動する転学部の制度を設けている大学は４０９大学（約
５５％）、同一学部内で学科を異動する転学科の制度を設けている大学は５２９大学（約７１％）となっ
ている。
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６．大学の国際化に向けた取組状況

＜外国語教育の改革＞

①外国語教育の実施状況

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

②英語教育に関する取組

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。
(注）学部以外の組織(共通教育センター等)での開講科目・取組であるとの回答を含めた数値である。

　平成２４年度における学部段階での外国語の実施状況は以下のとおりであり、英語、中国語、フラ
ンス語、ドイツ語、朝鮮語（韓国語）の教育を行っている大学が多く見られる。

　平成２４年度における学部段階での英語教育の実施状況は以下のとおりであり、「ネイティブ・ス
ピーカーの活用」、「ＬＬ、ビデオ等の利用」、「能力別クラス編成」を行っている大学が多く見られる。
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７．自己点検・評価、情報の積極的な提供

＜自己点検・評価の実施状況＞

①全学的な自己点検・評価の実施状況

②全学的に実施した自己点検・評価結果の公表

　平成１８年度から平成２４年度の間に、国立７３大学（約８５％）、公立７３大学（約８９％）、私立５２
５大学（約８８％）、国公私立全体で６７１大学（約８８％）で全学的な自己点検・評価が実施されてい
る。

　平成１８年度から平成２４年度に大学全体で自己点検・評価を実施した大学のうち、国立７２大学
（約８４％）、公立６８大学（約８３％）、私立４９０大学（約８２％）、国公私立全体で６３０大学（約８
２％）が結果を外部に公表している。
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＜大学における教育研究活動等の状況の公表＞
　平成２２年６月の学校教育法施行規則の改正により、各大学は教育研究活動等の状況について
の情報を公表することとされている。平成２４年度におけるホームページでの情報の公表状況は、以
下のとおりである。
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36.0%
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698
726
744

691
678

386
586

318
664

533
707
708
717

505
709

698
612

713
719

708
723
735

323
694

682
598

746

684
726

709
676

694
710

693
738

661
670

588
652

743
750
751

714
688

716
709

683
482

276
460

0 200 400 600 800

大学全体の教育研究上の目的

学部、学科等(研究科・専攻等)毎の教育研究上の目的

学部、学科又は課程等、研究科又は専攻等の名称

教育研究上の基本組織の概要

教員組織の概要

組織内の役割分担

教員の年齢構成

各組織間の連携を図る体制、委員会等

教員組織別の教員の数

男女別の人数

職別の人数

教員が有する学位

教員の有する研究業績

研究業績以外の職務上の業績(教育面での業績等)

教員の専門性（専門分野等）

教員の提供できる教育内容（担当する授業科目等）

入学者に関する受入方針(大学全体の方針)

入学者に関する受入方針(学部又は研究科毎の方針)

学部・学科（研究科・専攻）別の入学定員/編入学定員

学部・学科（研究科・専攻）別の入学者数/編入学者数

学部・学科（研究科・専攻）別の収容定員

学部・学科（研究科・専攻）別の在学者数

学部・学科(研究科・専攻)別の中退者数(または中退率)

学部・学科（研究科・専攻）別の卒業者数（修了者数）

学部・学科（研究科・専攻）別の就職者数及び進学者数

その他就職状況

授業科目名

授業の方法（講義、演習、実験、実習、実技の別）

授業の内容

年間の授業の計画

学修の成果に係る評価基準（成績評価基準や進級要件等）

卒業（修了）の認定基準

科目区分別卒業（修了）必要単位数

授与する学位の名称

キャンパスの概要(運動施設等の概要を含む)

課外活動状況

課外活動施設(運動施設等)

休息が取れる環境

その他学修環境

キャンパスまでの交通手段

授業料

入学料

その他の費用

学生の修学支援の状況

学生生活の支援

キャリア形成支援、就職支援の状況

カウンセリング体制等の状況

留学生支援の状況

障害者支援の状況

その他学生支援の状況

【大学全体】 ホームページの具体的な掲載内容 国立 公立 私立
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＜外国語による大学の情報の公表＞

①大学の教育研究活動等の情報を外国語で公表している大学

②外国語による情報公表における使用言語

　大学の教育研究活動等の情報を、外国語によりインターネット上で公表している大学は３８８大学
（約５１％）となっている。外国語による情報公表の際の使用言語は英語が最も多く、中国語、朝鮮
語（韓国語）を使用しているとする大学も一定数見られるが、それ以外の言語での公表はごく少数で
ある。
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35

50.7%

9.1%

388

70

0 200 400

インターネット上で大学の

教育研究活動等の情報を公表している

広く一般に大学情報を提供するための

大学広報誌を発行している

【大学全体】 外国語による情報公表のための取組 国立 公立 私立
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(韓国語)

【大学全体】 外国語による情報公表における使用言語 国立 公立 私立
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イタリア語

その他
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８．大学の教学マネジメントに関する取組等

＜教授会運営上の工夫＞

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

　大学における教授会運営上の工夫としては、学部段階・研究科段階ともに、「学内の他の会議との
機能分担、連携協力の関係を整理し、教授会で審議すべき事項を精選している」との回答が最も多
く、次いで「教授会への報告事項を事前に構成員に周知し、審議時間の確保に努めている」との回
答が多い。
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45.6%

67.7%
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144

339
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81

212
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自己点検評価で教授会の意思決定の

効率化・迅速化に関する検討を行い、

改善に取り組んでいる

教授会への報告事項を事前に

構成員に周知し、審議時間の

確保に努めている

学内の他の会議との機能分担、

連携協力の関係を整理し、教授会で

審議すべき事項を精選している

定例の教授会の開催回数を

減らすよう努めている

(月１回未満としているものが対象)

他の学部、研究科等の教授会

との連携を行っている

【学部段階】 教授会運営上の工夫 国立 公立 私立
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41
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57

132

18.9%

42.3%

63.8%

15.6%

27.7%

116

260

392

96

170
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自己点検評価で教授会の意思決定の

効率化・迅速化に関する検討を行い、

改善に取り組んでいる

教授会への報告事項を事前に

構成員に周知し、審議時間の

確保に努めている

学内の他の会議との機能分担、

連携協力の関係を整理し、教授会で

審議すべき事項を精選している

定例の教授会の開催回数を

減らすよう努めている

(月１回未満としているものが対象)

他の学部、研究科等の教授会

との連携を行っている

【研究科段階】 教授会運営上の工夫 国立 公立 私立

51



＜教員の教育面における評価のための工夫＞

①教員の教育面における業績評価や顕彰の実施状況

②ティーチング・ポートフォリオの導入

ティーチング・ポートフォリオ：
大学等の教員が自分の授業や指導において投じた教育努力の少なくとも一部を、目に見える形で
自分及び第三者に伝えるために効率的・効果的に記録に残そうとする「教育業績ファイル」、もしくは
それを作成するにおいての技術や概念及び、場合によっては運動を意味するもの。ティーチング・
ポートフォリオの導入により、①将来の授業の向上と改善、②証拠の提示による教育活動の正当な
評価、③優れた熱心な指導の共有等の効果が認められる。

　教員の教育面における業績評価や顕彰を実施している大学は４７５大学（約６２％）となっている一
方、ティーチング・ポートフォリオを導入している大学は１９７大学（約２６％）となっている。
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83

150

51

23

20
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17.8%

28.1%

7.3%

5.0%
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0.9%

136

215

56

38

23

7

0 100 200

全ての教員を対象として、教員の教育面

における業績評価・顕彰をいずれも行っている

全ての教員を対象として、教員の教育面

における業績評価のみ行っている

全ての教員を対象として、教員の教育面

における顕彰のみを行っている

一部の教員を対象として、教員の教育面

における業績評価・顕彰をいずれも行っている

一部の教員を対象として、教員の教育面

における業績評価のみ行っている

一部の教員を対象として、教員の教育面

における顕彰のみを行っている

【大学全体】 教員の教育面における業績評価や顕彰の取組 国立 公立 私立

81

84

50

57

313

334

58.5%

62.0%

444

475

0 200 400

平成23年度

平成24年度

【大学全体】 教員の教育面における業績評価・顕彰を実施している大学 国立 公立 私立
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113
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【大学全体】 ティーチング・ポートフォリオの導入を行っている大学 国立 公立 私立
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＜教育課程の形成等への職員の参画＞

　教育課程の形成・編成に当たり、全学的に職員が参画する仕組みを設けている大学は、平成２４
年度現在４１６大学（５４％）となっている。
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31
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5
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44

46.7%

54.3%

8.4%

8.0%

354
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64
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【大学全体】 教育課程の形成・編成への職員の参画状況 国立 公立 私立

全学的に参画する

仕組みを設けている

全学的に参画する

仕組みは設けていな

いが、一部の学部・

研究科で設けている
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＜学生の学修時間・学修行動の把握＞

学生の学修時間・学修行動の把握の状況

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

　学生の学修時間・学修行動の把握を行っている大学は、学部段階で２９９大学（約４０％）、研究科
段階で１４６大学（約２４％）となっている。
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【学部段階】 学生の学修時間や学修行動の把握の実施 国立 公立 私立
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【研究科段階】 学生の学修時間や学修行動の把握の実施 国立 公立 私立

23

16

39

39

13

14

9

6

8

7

13

20

5

5

3

54

91

36

199

38

38

23

24

11.5%

15.3%

11.9%

34.7%
7.6%

7.7%

4.3%

4.4%

85

114

88

258

56

57

32

33

0 100 200

H23

H24

H23

H24

H23

H24

H23

H24

【学部段階】 学生の学修時間・学修行動の調査方法 国立 公立 私立
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【研究科段階】 学生の学修時間・学修行動の調査対象 国立 公立 私立

「学生生活調査」への

付帯質問項目

学生アンケート調査

（学修時間を含む)

学生アンケート調査

（学修時間を含まない)

学修ポートフォリオ

による把握

「学生生活調査」への

付帯質問項目

学生アンケート調査

（学修時間を含む)

学生アンケート調査

（学修時間を含まない)

学修ポートフォリオ

による把握
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＜課程を通じた学生の学修成果の把握＞

①課程を通じた学生の学修成果の把握の状況

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

(注)上記の数値のいずれも、大学全体で行っているものは含めていない。

　課程を通じた学生の学修成果の把握を行っている大学は、学部段階で２６５大学（約３６％）、研究
科段階で１０６大学（約１７％）となっている。
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【学部段階】 課程を通じた学生の学修成果の把握を行っている大学 国立 公立 私立
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【研究科段階】 課程を通じた学生の学修成果の把握を行っている大学 国立 公立 私立
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【学部段階】 学生の学修成果の把握方法 国立 公立 私立
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【研究科段階】 学生の学修成果の把握方法 国立 公立 私立

外部の標準化されたテスト等

による学修成果の調査・測定

（アセスメントテスト等）

学生の学修経験などを問う

アンケート調査

（学修行動調査等）

学修評価の観点・基準を

定めたルーブリックの活用

学修ポートフォリオの活用

外部の標準化されたテスト等

による学修成果の調査・測定

（アセスメントテスト等）

学生の学修経験などを問う

アンケート調査

（学修行動調査等）

学修評価の観点・基準を

定めたルーブリックの活用

学修ポートフォリオの活用
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②学修成果として調査・測定等を行っている事項

(※)大学院大学２３大学（国立４大学、公立２大学、私立１７大学）は対象外。

(注)上記の数値はいずれも、大学全体で行っているものは含めていない。

　「専門的な知識」については、学部段階・研究科段階ともに調査・測定等を行っているとの回答が
最も多い。学部段階ではこれに次いで、「知識・理解」や「汎用的能力」の調査・測定等を行っている
との回答が多くなっている。

(※)ここでいう「課程を通じた学生の学修成果の把握」とは、単に大学として単位の認定や学位の授
与を行う、あるいは卒業判定を行うということではなく、より客観的な測定方法で学生の学修成果の
把握を行うものを指す。
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知識・理解

(例：文化、社会、自然に関する知識の理解)

汎用的能力

(例：コミュニケーションスキル、数量的スキル)

獲得した知識等を新たな課題に適用し

課題を解決する能力

態度・志向性

(例：自己管理能力、チームワーク)

専門的な知識

専門的な技術や技能

専門職業人としての倫理観

【学部段階】 学修成果として調査・測定等を行っている事項 国立 公立 私立
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(例：コミュニケーションスキル、数量的スキル)

獲得した知識等を新たな課題に適用し

課題を解決する能力
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(例：自己管理能力、チームワーク)

専門的な知識

専門的な技術や技能

専門職業人としての倫理観

【研究科段階】 学修成果として調査・測定等を行っている事項 国立 公立 私立
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＜セクシュアル・ハラスメント等防止のための取組＞

(注)ここでいう「セクシュアル・ハラスメント等」にはアカデミック・ハラスメントやパワー・ハラスメント等
を含む。

　大学におけるセクシャル・ハラスメント等の防止については、各大学において、啓発活動の実施や
相談体制の整備等セクシャル・ハラスメントの防止等に向けた取組が進められている。平成24年度
においては、大学全体で学生・教職員を対象としたセクシャル・ハラスメント等防止の取組を実施して
いる大学は７６６大学（１００％）、学内の全ての学生及び教職員が相談できる窓口を設置している大
学は７６４大学（約９９.７％）となっている。
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平成23年度

平成24年度

【大学全体】 学生・教職員を対象としたセクシュアル・ハラスメント等防止の

取組を実施している大学
国立 公立 私立
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【大学全体】 セクシュアル・ハラスメント等に関し、

学内の全ての学生及び教職員が相談できる窓口を設置している大学
国立 公立 私立
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＜教学マネジメントに関する特徴的な取組＞

(注)必ずしも大学全体の取組として行われているものだけではなく、特定の学部等のみでの取組と
の回答も含まれる。

　教学マネジメントに関する取組としては、「学長を中心とする運営体制の確立」、「明確な教育目標
の設定とこれに基づく体系的な教育課程の構築」、「学内の教員間での教育改善に関する認識の共
有」を行っているとの回答が多い。
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46

52
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31
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26
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33
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21
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341

197
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177
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357

334

335

349

165

159

125

133

189

206
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65

55.5%

59.3%

33.1%

33.0%

31.2%

35.1%

36.9%

39.3%

60.3%

56.5%

57.7%

59.7%

31.9%

31.9%

21.5%

22.5%

32.9%

34.6%

12.5%

12.8%
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【大学全体】 教学マネジメントとして実施している項目 国立 公立 私立

明確な教育目標の設定と

これに基づく体系的な

教育課程の構築

学部の壁を越えた充実した

教育課程の構築

教育改善に関する

ＰＤＣＡサイクルの確立

学修状況の分析や教育

改善を支援する体制

の構築

学内の教員間での教育

改善に関する認識の共有

学長を中心とする

運営体制の確立

（学長補佐体制等）

学外の関係者・関係機関

との連携・協働

教学マネジメント確立の

ための学長と教授会の

役割の明確化

全学的な教育目標等と

カリキュラムとの整合性を

検証する、カリキュラム

編成権を持った全学的な

委員会の設置

学位授与の方針に基づく

組織的な教育への参画・

貢献についての教員評価

の実施
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＜ＩＲに関する取組＞

①全学的なＩＲを担当する部署の設置

　全学的なＩＲを専門で担当する部署を設置している大学は、平成２４年度現在８１大学（１１％）と
なっている。
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10.6%

10.1%
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【大学全体】 全学的なＩＲを専門で担当する部署の設置状況 国立 公立 私立

専門の担当部署を

設けている

専門の担当部署は設けて

いないが、教職員の併任に

よる委員会方式の組織を

設けている
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2.1%

2.6%

5.8%

8.9%

16
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44

68
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【大学全体】 ＩＲを専門で担当する部署への専任教職員の配置状況 国立 公立 私立

ＩＲを専門で担当する部署

に専任の教員を置いている

ＩＲを専門で担当する部署

に専任の職員を置いている

8

3 1

3

1

3

3

1.4%

0.1%

0.4%

0.9%

11

1

3

7

0 5 10 15

【大学全体】 ＩＲを専門で担当する部署の専任教員の内訳（大学数） 国立 公立 私立

IRを研究の対象としている者

IRの企画や実施方法等に関する

専門的な高等教育プログラムを

受講した者
IRの企画や実施方法等に関する

研修に参加したことがある者

その他
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11

1

2

2

1

24

23

0.4%

4.3%

4.7%

3

33

36

0 10 20 30 40

【大学全体】 ＩＲを専門で担当する部署の専任職員の内訳（大学数） 国立 公立 私立

IRの企画や実施方法等に関する

専門的な高等教育プログラムを

受講した者

IRの企画や実施方法等に関する

研修に参加したことがある者

その他
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②ＩＲを専門で担当する部署の業務

ＩＲ（インスティトゥーショナル・リサーチ）：
大学の組織や教育研究等に関する情報を収集・分析することで、学内の意思決定や改善活動の支
援や、外部に対する説明責任を果たす活動といわれており、アメリカでは、ＩＲを担当する部署で、連
邦政府への報告や地域の基準認定に関連した業務、学生の履修登録管理等のデータ収集や分析
を行っているとされている。また、我が国でも、複数の大学が連携して共通のデータ収集を行うことに
よる大学間での相互評価や、学生の状況観測等の取組が行われている。
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2.0%

2.9%

2.8%

4.4%

1.4%

3.4%

0.7%

0.5%

0.3%

0.3%

0.8%

1.4%

2.2%

3.9%

0.7%
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【大学全体】 ＩＲ部局における担当業務 国立 公立 私立

学内の意思決定に資する

提案書の作成

認証評価機関への報告書

の作成や必要なデータの

収集等、認証評価に関連

する業務

自己点検評価に必要なデータ

の収集や分析等、自己点検

評価に関連する業務

その他の評価(国立大学法人

評価やその他の第三者評価

等)に必要なデータの収集

等、その他の評価に関連

する業務

国(政府)への報告の作成

(上記に関するものは除く)

学生の学修成果の評価の

ためのデータ収集、評価の

実施・分析

学生の学修時間の把握の

ためのデータ収集、分析

学生の募集管理

学生の履修登録管理

予算・財務計画の策定の

ためのデータ収集、分析

学生、大学教員、大学職員に

関するデータ収集、分析

(主に上記を目的としたもの

は除く)

その他
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